
高知県私立学校耐震化促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条   この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和４３年高知県規則第７号。以下「規

則」という。）第２４条の規定に基づき、高知県私立学校耐震化促進事業費補助金（以

下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助目的）  

第２条   県は、学校法人（以下「補助事業者」という。）が実施する県内に設置する私立

の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の校舎、屋内運動場等（以下「私立学校

建物」という。）の耐震補強に関する事業に対して予算の範囲内で補助することにより、

補助事業者の負担の軽減を図り、もって耐震化への取組を促進する。 

 

（補助対象事業等） 

第３条   補助金の補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助対象事業 

私立学校建物（休校、廃校、統合等により学校の用に供さなくなる予定の私立学

校建物を除く。）のうち、昭和５６年６月１日付けで施行された建築基準法施行令の

一部を改正する政令（昭和５５年政令第１９６号）による改正前の建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号）の基準で建築された２階建て以上又は延べ床面積

が２００平方メートルを超す非木造の建物に係る耐震補強工事（以下「耐震補強工

事」という。）                                                                                                        

(2) 補助対象経費及び補助率 

次の経費の区分に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。 

ア 耐震補強工事に係る経費 

イ 耐震補強工事に伴う経費 

 

（補助金の交付の申請） 

第４条   規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式によるものと

し、これに次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（別記第２号様式） 

(2) 収支予算書（別記第３号様式） 

(3) 国庫補助金交付申請書等の写し 

(4) 建物配置図（補助対象建物ごとに赤線等で囲み、延べ床面積を明記すること。） 

(5) 補助事業を実施する建物の各階平面図 

(6) 耐震診断報告書等の写し 

(7) 建築年月日を確認することができる書類 

(8) 前各号に掲げる事項のほか、知事が必要があると認める書類 

２ 前項の補助金等交付申請書の提出に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税



 

 

額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部

分の金額及び当該金額に１００分の２５を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額を

いう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申

請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限り

でない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第５条   補助金の交付の目的を達成するために、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

(1) 補助事業の内容の変更（事業内容及び実施計画の変更で、重要な部分に関する変更

に限る。）及び補助対象経費の２０パーセントを超える変更をしようとする場合は、

あらかじめ別記第４号様式による補助事業内容変更承認申請書に次に掲げる書類を

添えて提出し、知事の承認を受けなければならないこと。 

ア  変更事業計画書（別記第２号様式） 

イ  収支予算書（別記第３号様式） 

ウ  ア及びイに掲げる事項のほか、知事が必要があると認める書類 

(2)  補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、事前に別記第５号様式による補

助事業廃止（中止）承認申請書を提出し、その承認を受けなければならないこと。 

(3)  補助事業が予定の期間内に完了しない場合で、当該期間の延長が翌年度にわたる場

合は、あらかじめ別記第６号様式による工期延長承認申請書を知事に提出し、その承

認を受けなければならないこと。 

(4) 補助事業の収入及び収支を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完

了日の属する年度の終了後５年間保存すること。  

 

（補助金の交付の決定） 

第６条   知事は、第４条第１項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたと

きは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の着手） 

第７条   補助事業者は、補助事業を着手する場合は、原則として補助金交付決定通知

（以下「指令」という。）に基づき行わなければならない。ただし、知事がやむ

を得ない事由があると認めて、別記第７号様式による指令前着手届を受理した場

合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。 

 

（実績報告書） 

第８条   規則第１１条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第８号様式によるも

のとし、これに次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して３０日を経

過した日又は補助事業の完了年度の翌年度の４月５日までのいずれか早い日までに、知

事に提出しなければならない。 



 

 

(1) 事業報告書（別記第２号様式） 

(2) 収支決算（見込み）書（別記第９号様式） 

(3) 国庫補助金実績報告書の写し 

(4) 国庫補助金の額の確定通知書の写し 

(5) 契約書の写し 

(6) 完了検査調書の写し 

(7) 完成写真 

(8) 支出（見込み）を確認することができる書類 

(9) 前各号に掲げる事項のほか、知事が必要があると認める書類 

２ 第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の補助事

業等実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかにな

ったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。  

３ 第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第１項の補助

事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を別記第 10 号様式により

速やかに報告しなければならない。この場合において、知事は、消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（補助金の交付） 

第９条   知事は、前条第１項の規定により補助事業等実績報告書の提出を受けた場合は、

速やかに当該補助事業を検査又は確認を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助金

を交付するものとする。 

 

（遂行状況の報告等） 

第 10 条   知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況

の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

 

（補助金の返還等） 

第 11 条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることが

できる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助事業の目的を達成し得なかったとき。  

（３）この要綱の規定に違反したとき。 

 

（情報の開示） 

第 12 条  補助事業又は補助事業者に対して、高知県情報公開条例（平成２年高知

県条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定に

よる非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。 

 



 

 

（グリーン購入） 

第 13 条  補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の実施において物品等を

調達するときは、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品

等の調達に努めるものとする。 

 

（附則） 

１ この要綱は、平成２２年４月９日から施行する。 

２ この要綱は、平成２８年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第５条、第８条、第１１条及び第１２条の規定は、同

日以降もなおその効力を有する。 

（附則） 

 この要綱は、平成２３年４月４日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第３条関係） 

 

区分 補  助  対  象  経  費 補助率 

耐
震
補
強
工
事
に
係
る
経
費 

 

第３条第１号の規定に該当する建物の耐震補強工事に要

する経費であって、国庫補助金の交付の対象となる工事費 

 

 

補助対象経費

の６分の１以

内 

耐
震
補
強
工
事
に
伴
う
経
費 

 

第３条第１号の規定に該当する建物の耐震補強工事の

実施設計に要する経費に見合う額から国庫補助金の交付

の対象となる実施設計費分を除いた額であって、次の計算

式により算出したもの 

 

［計算式］ 

国庫補助金の交付の対象となる工事費  × 3.5％  × 1/2 －  

（国庫補助金の交付の対象となる工事費×１％×国庫補助率） 

 

 

※国庫補助率は、Is値0.3未満の施設の耐震補強の場合1/2以内 

（それ以外は1/3以内） 

 

 

 

 

 

定額 

 

 


